
スポーツ庁設置に伴う組織改編について

平成２７年１０月１日にスポーツ庁が設置されました。これに

、 。伴いスポーツ・青少年局は 下記のとおり組織改編が行われます

本変更に伴うスポーツ・青少年局青少年課及びスポーツ・青少

年局参事官（青少年健全育成担当）付における業務は、生涯学習

政策局青少年教育課へ移行しました。今後ともよろしくお願いい

たします。

記

○課名の変更について

（変更前）スポーツ・青少年局青少年課

スポーツ・青少年局参事官（青少年健全育成担当）付

（変更後）生涯学習政策局青少年教育課

※スポーツ・青少年局参事官（青少年健全育成担当）付は、

青少年教育課へ統合。

【本件連絡先】

生涯学習政策局青少年教育課

TEL 03-5253-4111


